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ユニバーサルデザイン施設整備基準 

◇150B以上の 
　水平部分 



ユニバーサルデザイン施設整備基準 

ア　表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

イ　幅員は、120センチメートル以上とすること。 

ウ　横断こう配は、８パーセント以下とし、かつ、

　横断こう配は、水こう配程度とすること。 

エ　４パーセント以上の縦断こう配が50メートル

　以上続く場合においては、途中に150センチメー

　トル以上の水平な部分を設けること。 

オ　縁石を切り下げる場合においては、切下げ部

　分の幅員は、120センチメートル以上、すりつけ

　こう配は８パーセント以下とし、かつ、車いす

　使用者が通過する際に支障となる段を設けない

　こと。 

カ　園路を横断する排水溝のふたは、つえ、及び

　ベビーカーのキャスターが落ち込まないものと

　すること。 

キ　階段の設ける場合においては、当該階段は、

　kに定める構造の傾斜路及び踊場を併設し、かつ、

　次に定める構造とすること。 

（イ）階段を設ける場合においては、建築物の３の項 

　　のエに定める構造とすること。 

（ウ）傾斜路を設ける場合においては、建築物の２の項 

　　のfのエ及び建築物以外の公共交通機関の施設の 

　　２の項のgのオに定める構造とすること。 

（エ）高さ16センチメートルを超える傾斜路を設ける場 

　　合にあっては、段を併設すること。 

（オ）出入口、車止め及び傾斜路に接する部分には、150 

　　センチメートル以上の水平部分を設けること。 

（カ）傾斜路、階段の上端に近接する園路及び踊場の部 

　　分には、注意喚起用床材を敷設すること（傾斜路 

　　のこう配が20分の１を超えないもの又は傾斜路の 

　　高さが16センチメートル以下でこう配が12分の１ 

　　を超えないものを除く。）。 

（ア）幅員は、180センチメートル以上とすること。 

（イ）階段を設ける場合においては、建築物の３の項の 

　　エに定める構造とすること。 

ク　キの階段に併設する傾斜路及びその踊場は、次 

　に定める構造とすること。 
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●排水溝のふたは、杖や車いす 
　ベビーカーのキャスターが落 
　ちこまない構造 

ユニバーサルデザイン施設整備基準 
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◇段・傾斜路併設 
◇注意、喚起用床材 

立ち上がり 

◇両側に形状、位置、材質に配慮した 
　手すりの設置 

ユニバーサルデザイン施設整備基準 



ユニバーサルデザイン施設整備基準 

s不特定かつ多数の者の利用に供する便所に男子

　用小便器を設ける場合においては、床置式の小

　便器その他これに類する便器を１以上設けるこ

　と 

a多数の者の利用に供する便所を設ける場合は、 

　建築物の表の５の項のfのアからケまで及びサ

　に定める構造とすること。 

saに規定する便所のうち、１以上の便所は、建 

　築物の５の項のaのイ、s及びdに定める構造

　とすること。 

整　備　基　準 

解　　説 

公　　園 

3



ユニバーサルデザイン施設整備基準 



ユニバーサルデザイン施設整備基準 

s駐車場は建築物の表の６の項のfに定める基準

　に適合するものとすること。 

a車いす使用者用駐車施設の数は、建築物６の項

　に定める数とすること。 
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車いす使用者用駐車場の位置 

ユニバーサルデザイン施設整備基準 
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ユニバーサルデザイン施設整備基準 

◇子ども、外国人にも配慮 

◇立ち止まってみることが 
　できるスペース 

◇誘導、位置、案内、規制の４種の 
　サイン類を適所に配慮 


